
２ 職員の勤務条件等について 

⑴ 職員の勤務時間 
ア 職員の勤務時間（標準） 

１週間の正規

の勤務時間 

１日の正規の

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 休息時間 

38 時間 45分 7 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～13:00 
 

 
（参考） 職員の勤務時間に関する条例（昭和27年島根県条例第９号）、職員の勤務時間に関する規則（平成元年島根県人事委員会 

規則第５号）、職員の勤務時間に関する規程（平成元年島根県訓令第５号）及び職員の勤務時間に関する規程（平成４年島根県教

育委員会訓令第５号）（知事部局等、教育委員会、警察本部） 

イ 休暇の概要 

種 類 概                要 

年次有給休暇 

１年（※暦年）につき 20日 

年末に年次有給休暇の使用残日数があるときは、20日を限度として翌年に繰り

越すことができる。 

公務傷病等休暇 
職員が公務上又は通勤により負傷し、疾病にかかった場合において任命権者が

療養を必要と認めたときは、その療養期間中は有給休暇 

私傷病休暇 

職員が負傷し、又は疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認

めたときは、結核性疾患１年、人事委員会規則で定める特定の疾患 180日、その

他の疾患 90 日の期間は有給休暇 

夏季休暇 ７月から９月までの間に４日以内 

生理休暇 
生理日の就業が著しく困難な職員は、２日を超えない範囲内で生理休暇の取得

が可能 

産前産後休暇 

産前：８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定である

女子職員が請求した場合 → 出産の日までの請求した期間 

産後：女子職員が出産した場合 → 出産日の翌日から８週間を経過する日まで

の期間 

慶弔休暇 
本人の結婚：７日以内 妻の出産：３日以内 忌引：配偶者 10 日以内、父母７

日以内（血族）等 父母、配偶者及び子の祭日：年各々１日 

介護休暇 

職員が、親族で負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営む

のに支障がある者の介護をするため、６月の期間内で介護休暇を受けることがで

きる。休暇期間中の給与は減額 

特別休暇 

特別休暇は、風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破

壊、生後３年に達しない生児を育てる場合（育児時間）等、特定の事由がある場

合に限って与える 
   （参考） 職員の休日及び休暇に関する条例（昭和27年島根県条例第10号）、職員の休日及び休暇に関する規則（昭和27年島根県 

人事委員会規則第４号）、島根県企業局職員就業規程（昭和48年公営企業管理規程第２号）、島根県病院局職員就業規程（平成19 

年島根県病院局管理規程第８号）、県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例（昭和31年島根県条例第36号）及び県

立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則（昭和31年島根県人事委員会規則第11号） 

ウ 特別休暇の種類（主なもの） 

⑵ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

ア 分限処分者数 

    知事部局等 

処分の種類 

処分事由 
降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 

勤務実績がよくない場合 

（地公法第 28条第 1項第 1 号） 
0 0 0 0 0 

種  類 付与日数 

骨髄提供のための休暇 必要と認める期間 

ボランティア休暇 ５日以内 

育児時間 
満１歳まで１日 120分以内、満１歳～３歳まで 60分以内（30分を単位として２回

に分けて取得可）満１歳まで：１日２回それぞれ 60分以内 

男性職員の育児参加のための

休暇 
５日以内 

子の看護のための休暇 ５日以内（中学校就学の始期に達するまでの子を複数養育する場合は 10日以内） 

就業禁止（安衛法第 68条） 必要と認める期間 

妊娠障害（つわり） ２週間以内 
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心身の故障の場合 

（地公法第 28条第 1項第 2 号） 

（地公法第 28条第 2項第 1 号） 

0 0 39 0 39 

職に必要な適格性を欠く場合 

（地公法第 28条第 1項第 3 号） 
0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

合 計 0 0 39 0 39 

    教育委員会 

処分の種類 

処分事由 
降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 

勤務実績がよくない場合 

（地公法第 28条第 1項第 1 号） 
0 0 0 0 0 

心身の故障の場合 

（地公法第 28条第 1項第 2 号） 

（地公法第 28条第 2項第 1 号） 

0 1 86 0 87 

職に必要な適格性を欠く場合 

（地公法第 28条第 1項第 3 号） 
0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

合 計 0 1 86 0 87 

    （注）県費負担教職員含む 

    警察本部 

処分の種類 

処分事由 
降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 

勤務実績がよくない場合 

（地公法第 28条第 1項第 1 号） 
0 0 0 0 0 

心身の故障の場合 

（地公法第 28条第 1項第 2 号） 

（地公法第 28条第 2項第 1 号） 

0 0 18 0 18 

職に必要な適格性を欠く場合 

（地公法第 28条第 1項第 3 号） 
0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

合 計 0 0 18 0 18 

イ 懲戒処分者数 

    知事部局等 

処分の種類 

処分事由 
戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

法令に違反した場合 

（地公法第 29条第 1項第 1 号） 
0 1 0 0 1 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 

（地公法第 29条第 1項第 2 号） 

0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 

（地公法第 29条第 1項第 3 号） 

0 0 0 0 0 

合 計 0 1 0 0 1 

    教育委員会 

処分の種類 

処分事由 
戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

法令に違反した場合 

（地公法第 29条第 1項第 1 号） 
1 2 2 4 9 

職務上の義務に違反し又は職務を 3 2 0 0 5 
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怠った場合 

（地公法第 29条第 1項第 2 号） 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 

（地公法第 29条第 1項第 3 号） 

0 0 0 0 0 

合 計 4 4 2 4 14 

    （注）県費負担教職員含む 

    警察本部 

処分の種類 

処分事由 
戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

法令に違反した場合 

（地公法第 29条第 1項第 1 号） 
0 0 0 0 0 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 

（地公法第 29条第 1項第 2 号） 

0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 

（地公法第 29条第 1項第 3 号） 

0 0 0 0 0 

合 計 0 0 0 0 0 

⑶ 職員の服務の状況 

ア 職員の年次有給休暇の取得状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）対象期間：暦年（平成 21年１月１日～平成 21年 12月 31日） 

イ 育児休業等の取得状況 

区  分 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短時間 

勤務取得者数 

知事部局等 

男性職員 
2 0 0 

0 0        

女性職員 
81 3 0 

69 8  

教育委員会 

男性職員 
3 1 0 

0 0  

女性職員 
119 3 3 

140 1  

警 察 本 部 

男性職員 
0 0 0 

0 0  

女性職員 
12 0 0 

8 0  

計 
217 7 3 

217 9  
（注） 「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「育児短時間勤務取得者数」の欄の上段には平成 21年度に新たに育児休業（部

分休業）もしくは育児短時間勤務を取得した者、下段には育児休業（部分休業）の期間が平成 20 年度から 21 年度にかけて

引き続いている者の数。 

ウ 介護休暇の取得状況 

 
介護休暇 

取得者数 

休暇の取得形式 

全日型 

中 心 

時間型 

中 心 

区 分 
総付与日数 

 ａ（日） 

総取得日数 

 b（日） 

全対象職員数 

 c（人） 

平均取得日数 

b/c（日） 

消化率 

b/ａ（％） 

知事部局等 165,104 41,304 4,288 9.6 25.0 

教育委員会 106,848 30,315 2,777 10.9 28.4 

警 察 本 部 67,746 11,167 1,773 6.3 16.5 

合      計 339,698 82,786 8,838 9.4 24.4 
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知事部局等 
男性職員 0 0 0 

女性職員 1 1 0 

教育委員会 
男性職員 1 1 0 

女性職員 10 10 0 

警 察 本 部 
男性職員 0 0 0 

女性職員 0 0 0 

 計 12 12 0 

 

  

介護休暇承認期間 

１月以下 
１月超え 

２月以下 

２月超え 

３月以下 

３月超え 

４月以下 

４月超え 

５月以下 
５月超え 

知事部局等 
男性職員 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 

教育委員会 
男性職員 0 0 0 0 0 1 

女性職員 5 1 0 0 2 3 

警 察 本 部 
男性職員 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 

 計 5 1 0 0 2 4 

エ 自己啓発休業・修学部分休業の取得状況 

 
自己啓発休業 

取得者数 

修学部分休業 

取得者数 

知事部局等 
男性職員 0 0 

女性職員 1 1 

教育委員会 
男性職員 0 0 

女性職員 1 0 

警 察 本 部 
男性職員 0 0 

女性職員 0 0 

 計 2 1 

⑷ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

ア 研修の状況 

    一般職員（自治研修所） 

研修名等 研修回数 研修日数 受講者数 備  考 

新規採用職員 4 29 161 市町村職員含む 

採用２年目 1 1 29  

一般職員第Ⅰ課程 3 6 104 市町村職員含む 

一般職員第Ⅱ課程 7 14 189 市町村職員含む 

主任 3 6 100  

中堅職員 8 16 286 市町村職員含む 

新任係長 3 6 99 市町村職員対象 

新任企画員 3 6 122  

新任ＧＬ 8 12 283  

新任課長補佐 2 4 85 市町村職員対象 

新任課長 5 10 164 市町村職員含む 

選択研修 43 69 1,395 23 講座（法務能力開発等）市町村職員含む 

    教育職員（教育センター） 

研修名等 研修回数 研修日数 受講者数 備  考 

初任者 13 29 742 第Ⅰ回～第Ⅶ回、宿泊研修会 

経験者 13 21 827 ６年目研修、11 年目研修 

管理職 26 31 1,641 新任校長・教頭、校長・教頭 

各主任等 30 31 1,772 特殊教育専任教員研修、教務主任研修 

テーマ研修 28 32 1,115 学校栄養職員研修、体育科実技研修等 

能力開発 73 100 2,377 教科等、生徒指導等、情報教育 
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   （注）対象：小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、幼稚園 

    警察職員（警察学校） 

研修名等 研修回数 研修日数 受講者数 備  考 

初任科 3 667 78 短期課程（６月）、長期課程（10月） 

一般職員初任科 1 27 13 警察主事対象 

初任総合 3 200 82 短期課程（２月）、長期課程（３月） 

警部補・巡査部長

任用科 
1 12 19  

部門別任用科 4 80 43 生活安全、刑事、交通、警備 

専科（業務に直結） 27 180 309 交通事故事件捜査、被害者支援等 

イ 勤務成績の評定状況 

区  分 項   目 
評定 

回数 
評定時期 評定対象者数 

知事部局等 
人事評価（管理職） ２ 21年 10月、22年 3月 515人 

勤務評定（一般職） １ 21年 11月 3,770 人 

教育委員会 

人事評価（管理職） ２ 21年 9月、22年 3月 108人 

勤務評定（一般職） １ 21年 11月 550人 

勤務評価（県立学校教育職員） １ 22年 2月 1,993 人 

勤務評価（市町村立教育職員） １ 22年 2月 4,931 人 

警   察 勤務評定 １ 21年 12月 1,652 人 

⑸ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

ア 安全衛生管理体制 
  

選任状況 

 

 

 

 

区 分 

総括安全 

衛生管理者 
安全管理者 衛生管理者 

安全衛生 

推進者等 

専
任
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
専
任 

事
業
場
数 

専
任
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
専
任 

事
業
場
数 

専
任
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
専
任 

事
業
場
数 

専
任
者
数 

専
任
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
専
任 

事
業
場
数 

知事部局等 6 6 6 6 17 15 21 53 53 

教育委員会 0 0 0 0 31 31 31 32 32 

警 察 本 部 0 0 0 0 8 8 12 5 5 

 
  

選任状況 

 

 

 

 

区 分 

産  業  医 
委  員  会 

衛生委員会 安全委員会 左
の
う
ち
、
安
全
衛
生

委
員
会
と
し
て
設
置

し
て
い
る
事
業
場
数 

専
任
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
専
任 

事
業
場
数 

専
任
者
数 

実
専
任
者
数 

設
置
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
設
置 

事
業
場
数 

設
置
す
べ
き 

事
業
場
数 

う
ち
専
任 

事
業
場
数 

知事部局等 17 17 17 12 17 15 6 6 6 

教育委員会 31 31 31 31 31 31 0 0 0 

警 察 本 部 8 8 8 8 8 8 0 0 0 

イ 職員のための福利厚生活動事業費 

    知事部局等 

事業名 事業の概要・目的 
決算額 

（千円） 

職員会館管理・運営事業 
職員が健康づくりや文化的教養を高める施設として、職員会館の

管理・運営を行った。 
43,819 

労働安全・衛生事務 
職員が職場で安全で健康に働けるようにするため、安全衛生委員

会の開催や、安全管理者、衛生管理者、産業医の設置等を行った。 
3,292 

健康相談・指導事務 
職員が身体の疾病を予防し、健康の保持、増進に関して適切なア

ドバイスが受けられるように健康相談、健康教育等を実施した。 
33 
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メンタルヘルス対策事業 
精神疾患の予防や病気、医療に関して適切なアドバイスが受けら

れるように職員相談、専門相談、研修等を実施した。 
5,628 

健康診断事業 
職員に対して、法定健康診断及び生活習慣病対策としての各種健

康診断を実施した。 
34,769 

被服貸与費 
島根県職員被服等貸与規定に基づき職員に被服（作業衣、白衣等）

を貸与した。 
3,892 

合  計  91,433 

   教育委員会 

事業名 事業の概要・目的 
決算額 

（千円） 

労働安全･衛生推進事務 

職場の環境改善や教職員の健康管理を徹底するため、衛生

委員会の開催や衛生管理者・産業医を配置、またそれに伴う

研修等を行った。 

2,434 

健康相談・指導事務 
教職員が病気の予防や健康に対しての適切なアドバイス

が受けられるように、講習会や健康相談等を実施した。 
523 

メンタルヘルス対策事業 
教職員が心の健康についての理解を深め、予防と早期の対

処を行えるよう、専門相談や研修会等を実施した。 
4,365 

健康診断事業 
教職員の疾病の早期発見や予防に努め、心身ともに健康で

働くことができるよう、各種法定健康診断等を実施した。 
26,953 

合  計  34,275 

   警察本部 

事業名 事業の概要・目的 
決算額 

（千円） 

労働安全・衛生事務 

職員が職場で安全で健康に働けるようにするため、安全衛

生委員会の開催や、安全管理者、衛生管理者、産業医の設置

等を行った。 

6,169 

健康相談・指導事務 

職員が身体の疾病を予防し、健康の保持、増健に関して適

切なアドバイスが受けられるように健康相談、健康教育等を

実施した。 

561 

メンタルヘルス対策事業 
精神疾患の予防や病気、医療に関して適切なアドバイスが

受けられるように職員相談、専門相談、研修等を実施した。 
217 

ライフプラン事業 
職員が将来に向けて生活設計が立てられるようにライフ

プラン講座等を実施した。 
125 

健康診断事業 
職員に対して、法定健康診断及び生活習慣病対策としての

各種健康診断を実施した。 
19,947 

合  計  27,019 

ウ 職員の健康診断の状況 

健康診断の種類 

（法定検診） 

知事部局等 教育委員会 警察本部 

対象者 受診者 対象者 受診者 対象者 受診者 

定期健康診断 2,474 2,394 3,551 3,551 1,238 1,237 

採用時健康診断 124 124 176 176 95 95 

結核健康診断 2 2 0 0 0 0 

エ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

    平成 21年度中において人事委員会からの勧告はなかった。 

オ 不利益処分に関する不服申立の状況 

    平成 21年度中において人事委員会から是正の指示はなかった。 
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